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第１条（総    則） 

三菱製紙健康保険組合（以下「組合」という。）と直接又は旅行会社を通じ利用契約

を行っている契約保養所（以下「保養所」という。）の利用は、この規程の定めるとこ

ろによる。 

第２条（設置目的並びに利用者の範囲） 

保養所は、組合の保健事業として被保険者並びに被扶養者の療養及び健康保持増進の

ため利用に供するものとする。 

第３条（利用手続） 

利用者が、直接又は組合或いは旅行会社を通じ保養所に申込み、予約をとり、所定の

利用申込書に所要事項を記入のうえ、組合に提示。利用者は組合で補助金額等を記入し

た利用申込書を保養所に提出し、所定の利用料金を支払うものとする。 

第４条（利用料の補助額及び補助限度） 

利用料の補助額及び補助限度については下記の通りとする。 

    (1) 補助額 

       別表１のとおり。 

    (2) 補助限度 

       保養所の利用補助は、１年間４泊を限度とする。 

    (3) 補助の適用除外 

         ① 幼児等で宿泊に費用を要しない場合。 

              ② 各事業所より旅費、旅行会補助等の支給を受けた場合。 

第５条(利用者の制限) 

組合は、利用者が次の各号の一つに該当するときは、利用を拒絶することができる。 

(1)この規程に違反したとき。 

(2)伝染のおそれがある疾病、又は他人に不快の念を起こさせるような疾病のある

者。 

(3)保養所の風紀秩序を乱し、又は他人の迷惑となる行為をしたとき。 

(4)故なくして保養所管理人の指示に従わないとき。 

第６条（損害の補償） 

利用者は、自己の責に帰すべき事由により保養所の施設、又は備品に損傷を与えたと

きは、その損害の範囲内において弁償しなければならない。 

第７条（雑  事  項） 

この規程の実施に関し軽易なる事項は理事長が定める。 

 

 

附    則 

    ・ この規程は、昭和３９年１月２７日から施行する。 

    ・ 別表２に、平成１５年７月１日に「㈱エイチ・アイ・エス」を加える。 

  ・   〃    、平成１６年４月１日に「厚生年金事業振興団」を加える。 

  ・   〃    、平成１６年６月１日に「日本私立学校振興・共済事業団」を加える。 

・ 別表１（保養所の補助額）中「４,０００円未満１,５００円 ４,０００円以上 ６,

０００円未満２,０００円 ６,０００円以上３,０００円」を「２,０００円以上２,

０００円」に改め、平成１７年４月１日から施行する。 

・ 別表２の、「厚生年金事業振興団」を平成２２年３月３１日付で、同じく「日本私

 立学校振興・共済事業団」を平成２３年３月３１日付で削除し、平成２４年４月１ 

日付で施行し削除日に遡及して適用する。 

・ 別表３（安比高原ペンションビレッジペンション一覧）の「アスター倶楽部」「ウ
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 ッドコック」「木創天涯」「パンプルムース」「スコテ」「もっきんばーど」「シュ

 ークリアプール」「ブローディア」「ドーミービィラ」「ノイスネップ」を削除し、 

  「アネックス・アルカス」「リゾートイン・アルカス」を加え、「ボーゲン」を「ボー

   ゲンハウス」に「ミワ」を「ＭＩＷＡ」に変更し、平成２４年４月１日付で施行し平

   成２３年５月１日に遡及して適用する。 

・ 別表２，別表３については、必要に応じ随時変更することとし、規程の変更とは別

に運用することとする。 

 

 

 

  （別表 １）    規程第４条 保養所の補助額 

利 用 料 補助金額 
  ２,０００円以上     ２,０００円 

        ◇ 利用料は１人１泊当たりを基準とする。 

      平成１７年４月１日から施行 

 

  （別表 ２）  保養所の一覧 

契約保養所名 申 込 先 利 用 申 込 書 提 出 先 
㈱ジェイティービー

契約旅館 
㈱ジェイティー

ビー 
予約券のコピーと利用申込書を組合に提出 

㈱エイチ・アイ・エ

ス契約旅館 
㈱エイチ・アイ

・エス 
       〃 

プリンスホテル コクド販売課 予約後 利用申込書を組合に提出 
猿ヶ京温泉丸一旅館 同 左        〃       
ホテルオニコウベ 同 左               〃 
ペンションケイト 同 左        〃 

安比高原ﾍﾟﾝｼｮﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ 別表３各所        〃 
旅館 瀬 登 同 左        〃 
浜の路 日本ビレッジセンター        〃 
水 郷 日本ビレッジセンター        〃 
THISTLE INNあざみ亭 組 合 利用申込書を組合に提出 
苗場ペンション以っ久 組 合        〃 
   
   

    平成２３年４月１日から適用 

 

   （別表 ３）  安比高原ペンションビレッジ ペンション一覧 

    アップルツリー     あるぺじお    アーベント倶楽部 
    アサンギ     アリス  アネックス・アルカス 
   ウィングライト  グラシアスエスタバ   倶楽部ウイスラー  

ボーゲンハウス    サンダーパパ    スターダスト  
    ＭＩＷＡ     ＳＴＥＰ    チセアイボリー 
  リゾートイン・アルカス     ロッキーＩＮＮ    むってぃ 
  森のなかまたち     ユングフラウ     
             
             
       

    平成２３年５月１日から適用 


